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平成３０年第２回東海村議会定例会行政報告要旨 
 

                         平成３０年６月１日 

おはようございます。 

平成３０年第２回東海村議会定例会の開会に当たり，行政報

告等を申し述べさせていただきます。 

 

はじめに「原子力研究開発推進自治体協議会」についてでご

ざいます。去る４月２４日に原子力研究開発施設が立地する自

治体として，青森県六ヶ所村，岡山県鏡野町，大洗町と本村の４

町村からなる「原子力研究開発推進自治体協議会」を設立しま

した。これを機に共通する課題を有する自治体が結束して諸課

題の解決に向け，国をはじめとする原子力研究関係者とこれま

で以上の協力体制を築くことにより，原子力研究開発の推進と地

域振興とを同時に実現することを目指してまいりたいと考えてお

ります。 

 

次に，「とうかい自然講演会＆報告会」についてでございます。

こちらは，東海村の自然調査会が４年半に渡って調査し，報告

書としてまとめた「東海村の自然誌Ⅱ」と身近に触れ合える自然

を小学校区ごとにまとめた「東海村の自然誌マップ」の完成を記

念して去る５月１３日にアイヴィルで開催したもので，１００名を超え

る多くの来場者がありました。調査団長の広瀬誠さんによる記念

講演や調査団各部門による調査報告のほか，ポスター展示，標

本・生態展示解説なども行い，とても良い取り組みとの評価をい



- 2 - 

 

ただきました。 

今後は，自然調査の成果を村民がふるさと東海村の自然に

関心を深める取組みにつなげていきたいと考えております。 

 

それでは，行政報告の案件を申し上げます。 

報告第３号の寄附の受入れにつきましては，一般寄附として，特

定非営利活動法人 日本移植支援協会 理事長 高橋 和子 氏

から命の大切さを学ぶ参考図書として絵本「大きな木」Ｂ４判 変形 

６８冊の寄附の申出があり，これを受入れましたので，議会に報告

するものでございます。 

 

報告第４号  平成２９年度東海村一般会計継続費繰越計算

書につきましては，平成２９年第３回，第４回及び平成３０年第１回

定例会で議決をいただきました平成２９年度継続費予算現額 

１，６６０万６千円につきまして，１千円を平成３０年度へ逓次繰り越

しましたので，地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により報

告するものでございます。 

 

報告第５号  平成２９年度東海村一般会計繰越明許費繰越

計算書につきましては，平成３０年第１回定例会で議決をいただ

きました繰越明許費２億４，０２３万１千円につきまして，２億５１７万

９千円を平成３０年度へ繰り越しましたので，地方自治法施行令

第１４６条第２項の規定により報告するものでございます。 
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報告第６号  平成２９年度水戸・勝田都市計画事業東海駅

東土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書につきま

しては，平成３０年第１回定例会で議決をいただきました繰越明

許費２，６７８万４千円につきまして，２，６７８万４千円を平成３０年

度へ繰り越しましたので，地方自治法施行令第１４６条第２項の規

定により報告するものでございます。 

 

報告第７号  平成２９年度水戸・勝田都市計画事業東海駅

西第二土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書に

つきましては，平成３０年第１回定例会で議決をいただきました繰

越明許費４８７万６千円につきまして，４２３万５千円を平成３０年度

へ繰り越しましたので，地方自治法施行令第１４６条第２項の規定

により報告するものでございます。 

 

報告第８号  平成２９年度水戸・勝田都市計画事業東海中

央土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書につきま

しては，平成３０年第１回定例会で議決をいただきました繰越明

許費１億７，６７５万２千円につきまして，１億５，０３４万１千円を平成

３０年度へ繰り越しましたので，地方自治法施行令第１４６条第２

項の規定により報告するものでございます。 

 

報告第９号  平成２９年度水戸・勝田都市計画事業東海村

公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書につきまして

は，平成３０年第１回定例会で議決をいただきました繰越明許費
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３億８，４８９万３千円につきまして，３億８，４８９万３千円を平成３０

年度へ繰り越しましたので，地方自治法施行令第１４６条第２項の

規定により報告するものでございます。 

以上で行政報告といたします。 


